
 
 
 
 
「西宮市産業振興基本条例」の制定に係る意見提出手続（パブリックコメント）について、ご意見

の概要とそれに対する市の考え方をとりまとめましたので公表します。 
貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

 
※ いただいたご意見は、原則として要約したものを記載しています。 
※ 個人・団体等への誹謗中傷など市が不適切と判断した内容や、個人等が特定される内容につい

ては、記載していません。 
 
１．意見募集結果概要 

（１）意見募集期間 平成３０年１２月１９日（水）～平成３１年１月２５日（金） 

（２）意見提出者数 １３（個人１２＋団体１） 

（３）意見提出件数 １５件 

 

≪意見提出方法≫ 

 

 

 

 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

方法 件数(個人) 件数（団体） 

郵送    

ＦＡＸ 1  

メール     

持参 １１ １ 件数（個人+団体） 

合計 １２ １ １３ 

≪年代別≫   ≪居住地域別≫  ≪職業別≫  

年代  人数  地域 人数  地域 人数 

10 歳未満    本庁 １０  会社員  １ 

10 歳代    鳴尾 ２  自営業  ２ 

20 歳代    甲東  １  公務員   

30 歳代   瓦木    学生   

40 歳代   塩瀬    その他  ２ 

50 歳代    山口    未記入等 ８ 

60 歳代   市外    合計 １３ 

70 歳代 １  未記入等      

80 歳以上    合計 １３    

未記入等  １２       

合計 １３       

「西宮市産業振興基本条例」の制定に係る 
意見提出手続（パブリックコメント）の結果を公表します 
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≪回答分類別≫ 

回答分類 説 明 件数 

①素案に記載済の内容です いただいたご意見の内容は既に素案に盛り込ま

れています。 
６ 

②素案を修正します いただいたご意見をもとに素案を修正します。 ６ 

③今後の参考・検討とします 素案の修正はしませんが、いただいたご意見は今

後の参考（検討）にします。 
１ 

④素案のとおりとします ご意見の反映や対応が困難、または、市の考え方

と方向性が合致しない内容です。 ２ 

⑤その他 素案の内容と直接関係のないご意見、感想等 
（①～④に該当しないもの）。 － 

合計 １５ 
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【回答分類】①素案に記載済の内容です ／ ②素案を修正します ／ ③今後の参考・検討とします ／ ④素案のとおりとします ／ ⑤その他 
 

２．ご意見の概要及び市の考え方について 

 

№ 
素案の項目 

（ページ） 
ご意見の概要 

件

数 
市の考え方 

回答 

分類 

１ 
１．条例制定の目的 
（P1） 

様々な主体と連携し、西宮市全体で産業振興を推

進してゆくと想定されていますが、果たして縦割

りの行政組織内で、関連部門を統括していけるだ

けの実力が条例に盛られるのでしょうか。 

１ 

本条例は市の産業振興に関する基本理念や基

本方針を定めるとともに、市の責務等につい

て明らかにするものです。本条例を制定する

ことにより、産業振興策を市全体で推進して

いく拠り所になるものと考えております。 

④ 

２ 
１．条例制定の目的 
（P2） 

「企業市民」の定義について、業績が今一つ振るわ

ず地域貢献などの取り組みが弱いところは企業市

民には当たらないのでしょうか。 
１ 

市内で事業活動を行っている企業は、その取

り組みにより雇用を生むなど、地域社会の活

力向上に貢献しており、市内に立地する企業

全てが「企業市民」に該当すると考えます。 

① 

３ 
２．条例の概要 
（２）条例の３つの特徴 
（P4） 

「特徴１」における４つの基本方針のうち、「既存

産業の基盤強化」は大切なことだと思います。長き

にわたって西宮で活動してきた企業が、これから

も続けられる環境をつくることができるのは西宮

市しかありません。こうした企業の期待に是非応

えていただきたい。 

１ 

本条例では市の産業振興に関する基本理念や

方針を定めるとともに、関連施策を総合的か

つ計画的に実施するための計画を定めること

としています。本条例と合わせて産業振興計

画を策定することにより、その理念を具体化

するための施策・事業に取り組んでいきます。 

① 

４ 

２．条例の概要 
（３）産業振興基本条例と産業振興計画

等との関係 
（P5） 

図示により、産業施策を総合的、一体的に推進して

いくということが良く理解できます。行政内部の

縦割り社会の中で埋没させることなく、横にもし

っかりと根を張って、様々な事業、施策に取り組ん

でいただきたい。 

１ 

本条例は、「産業の振興」と「雇用の促進」に

より本市の地域経済が持続的に発展するとと

もに、地域社会の活力が向上していくまちを

目指すものです。本条例と合わせて、「産業振

興計画」「働きやすいまちづくりプラン」を同

時に策定することで、関係部署による連携を

進めてまいります。 

① 
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【回答分類】①素案に記載済の内容です ／ ②素案を修正します ／ ③今後の参考・検討とします ／ ④素案のとおりとします ／ ⑤その他 
 

５ 

２．条例の概要 
（３）産業振興基本条例と産業振興計画

等との関係 
（P5） 

市内産業において女性は職住接近の傾向が強く、

そこで重要となるのが「子育て支援」だと思いま

す。産業振興と子育て支援を結び付けて考えるこ

とは大切なことであり、条例制定を機に、西宮らし

い産業のあり方について考えていただきたい。 

１ 

本条例は、「産業の振興」と「雇用の促進」に

より本市の地域経済が持続的に発展するとと

もに、地域社会の活力が向上していくまちを

目指すものです。本条例と合わせて、「産業振

興計画」「働きやすいまちづくりプラン」を同

時に策定することで、関係部署による連携を

進めてまいります。 

① 

６ 
２．条例の概要 
（４）条例の概要 
（P6） 

西宮市の産業振興に、市が旗振りをする必要性が

あるのか、民の自主性を尊重した方がスムーズな

発展が望めるのではないか。 
１ 

産業の振興は、事業者による主体的及び自立

的な努力と創意工夫が基本であると認識して

おります。そのうえで、意欲ある事業者の自

助努力を支援し、地域ぐるみで産業の振興と

それを支える人材の育成に積極的に取り組ん

でいくこととして、本条例の基本理念を修正

します。 

② 

７ 
２．条例の概要 
（４）条例の概要 
（P6） 

「基本理念」の書き方が弱いと感じています。意欲

ある事業者が主体的に自主的に努力し、成長や持

続的発展をするために、県・市の公共団体や商工会

議所をはじめとする産業支援機関、また大学など

が相互に連携を図りながら地域総ぐるみで取り組

むということではないでしょうか。 

１ 

８ 
２．条例の概要 
（４）条例の概要 
（P6） 

条例の概要を読んでいると、地域経済の推進役は

市のように思えてなりません。本当の推進役は事

業者ではないでしょうか。市は事業者の産業活動

を市でしかできない観点から支援する立場ではな

いでしょうか。 

１ 

９ 

２．条例の概要 
（４）条例の概要 
（P6） 

やる気があって、自助努力を一生懸命やっている

にもかかわらず、構造的な問題などから収益が上

がらない業種、業態があります。こうしたところに

手を差し伸べるのが行政として本来やるべきこと

なのではないでしょうか。 

１ 
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【回答分類】①素案に記載済の内容です ／ ②素案を修正します ／ ③今後の参考・検討とします ／ ④素案のとおりとします ／ ⑤その他 
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２．条例の概要 
（４）条例の概要 
（P6） 

産業支援機関の役割、大学等の役割、市民の理解と

協力については、市の立場を言いすぎていると思

います。 
１ 

ご指摘を踏まえ、該当部分の条文案を修正し

ます。 ② 

11 

２．条例の概要 
（４）条例の概要 
（P6） 

条例の概要の最後の３項目については、すべて主

語が「市長」になっています。「市」と「市長」と

では違うのでしょうか。市長に変えた意図はどこ

にあるのか説明してください。 

１ 

「市長」とは行政執行機関を、「市」とは教育

委員会なども含めた市全体の法人格を意味し

ています。このため、行政執行機関が策定す

る産業振興計画に関する部分についてのみ、

「市長」として修正しました。 

② 

12 

２．条例の概要 
（４）条例の概要 
（P6） 

条例の対象を「中小企業・小規模事業者」とし、次

のように定めてはどうか。 
目的：地域資源を地元中小企業市民・地元小規模

企業市民に生かし、地域経済循環及び活性

化をはかる。 
基本理念：産業振興は、地元中小企業市民・地元

小規模企業市民の発展を軸に推進しなけれ

ばならない。 
市の責務：本市は地元中小企業市民・地元小規模

企業市民に対し、地域循環型の産業施策を

図る。 

１ 

市内事業者の多くを占める「中小企業・小規

模事業者」の振興は重要であると認識してお

りますが、本条例では、事業者を重要なまち

づくりの担い手のひとつ「企業市民」として、

地域社会の活力維持につなげていく点や、雇

用や税収に大きな影響を及ぼす大規模事業者

の立地定着も重要であることから、全ての事

業者を対象とした条例を考えています。 

④ 

13 

２．条例の概要 
（４）条例の概要 
（P6） 

大型店の役割として、次のとおり条例で定めては

どうか。 
大型店：地域社会における責任を自覚し、市が行

なう産業施策など、事業活動に積極的に協

力すると共に、地域企業市民と地域市民と

の調和をはかる。 

１ 

本条例では、大型店も含めたすべての市内事

業者が、事業活動を通じて、地域社会の活力

の向上に貢献するよう努めるものと考えてお

ります。大型店の役割だけを指定することは

考えておりませんが、産業振興計画を進めて

いく中で、参考にさせていただきます。 

③ 
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【回答分類】①素案に記載済の内容です ／ ②素案を修正します ／ ③今後の参考・検討とします ／ ④素案のとおりとします ／ ⑤その他 
 

14 条例全般 

西宮市は「文教住宅都市」を標榜してきたこともあ

り、これまで産業振興についてはあまり熱心では

なかったと思います。産業を振興させ、雇用の場を

確保することは大切なことです。速やかに条例を

制定されるようお願いします。 

１ 
今後、平成 31 年 3 月市議会定例会に条例案

を上程し、4 月 1 日からの施行を予定してお

ります。 

① 

15 条例全般 

条例の制定を歓迎したいと思います。ただ、条例を

制定して終わりということではなく、これからの

西宮の産業振興にどのように取り組んでいくのか

が重要であり、市の真価が問われることになる。オ

ール西宮で取り組んでいただくよう要望します。 

１ 

本条例で定める産業振興に関する基本理念を

具体化するため、産業振興計画を策定し、関

連施策を総合的かつ計画的に実施することと

しています。市と国・県、商工会議所等の関

連機関が十分に連携を取りながら、本計画に

示された施策・事業を着実かつ効率的・効果

的に実行していくとともに、PDCA マネジメン

トサイクルの実施により、進捗状況や成果等

を評価・検証し、必要に応じて随時改善・見

直しを図っていきます。 

① 
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３．「西宮市産業振興基本条例（概要）」にかかる修正箇所対応表 

 

① パブリックコメントの意見を受けて修正した箇所一覧 

№ 意見№ 修正前 修正後 
素案 

ページ 

１ ６～９ 

【基本理念】 
市が行う産業振興に関する施策は、地域経済の持続的な発展、雇

用の促進及び地域社会の活力向上のために行われなければなり

ません。 

【基本理念】 

第３条 市は、事業者の自主的な努力及び創意工夫をもとに産 

業振興及び雇用の促進を実現させることにより、地域経済を 

持続的に発展させ、もって地域社会の活力が向上するよう、 

事業者、産業支援機関その他の関係機関と連携するものとす 

る。 

６ 

２ 10 

【産業支援機関の役割】 
産業支援機関は、市が実施する産業振興に関する施策に協力する

とともに、事業者に対し、その事業活動に必要な情報提供や経営

改善等の支援を行います。 

【産業支援機関の役割】 

第７条 産業支援機関は、第１１条の規定により市が実施する産

業振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 産業支援機関は、事業者に対し、その事業活動に必要な情報

を提供するとともに、経営改革等の支援に努めるものとする。 

６ 

３ 10 

【大学等の役割】 
大学等は、産業振興のための人材の育成や、事業者が行う研究開

発に対する支援を行います。 

【大学等の役割】 
第８条 大学等は、産業振興を担う人材の育成に協力するよう努

めるものとする。 

２ 大学等は、事業者が行う研究開発に対する支援に努めるもの

とする。 

７ 

４ 11 

【産業振興に関する調査及び研究】 
市長は、産業振興に関する調査及び研究を行うとともに、産業振

興のために必要な情報を収集し、これを事業者等に提供します。 

【産業振興に関する調査及び研究等】 

第１３条 市は、産業振興に関する調査及び研究を行わなければ

ならない。 

２ 市は、産業振興のために必要な情報を収集し、これを事業者

等に提供しなければならない。 

７ 
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② パブリックコメントの意見以外で修正した箇所一覧 

№ 修正前 修正後 修正理由 
素案 

ページ 

１ 

【基本方針】 
市は、次に掲げる基本方針に基づき、産業の

振興に関する施策を推進します。 
（１）既存産業の基盤強化に結びつく施策を

推進します。 
（２）地域資源を活かした産業の発展及び創

出を図ります。 
（３）新たな産業の担い手を創出する起業・

創業を支援します。 
（４）産業分野を担う人材の確保及び育成を

支援します。 

【基本方針】 

第４条 市の産業振興に関する基本方針は、次 

に掲げるとおりとする。 

（１）事業者からの経営課題に関する相談並び

に事業者の立地及び定着に対する支援そ

の他総合的な支援の体制を整備すること。 

（２）地域資源を生かした産業の創出及び発展

を支援すること。 

（３）産業の新たな担い手の創出に資する起業

又は創業を支援すること。 

（４）産業に携わる人材の確保及び育成を支援

すること。 

基本方針（１）について具体的な内容に修正

した。 
基本方針（４）における文言を修正した。 

６ 

２ 

【市の責務】 
市は、基本理念に基づき、産業振興に関する

施策を実施します。 
産業振興に関する施策を実施するにあたって

は、国、県、産業支援機関、大学等その他の関

係機関と連携を図りながら実施します。 
 

【市の責務】 

第５条 市は、事業者、産業支援機関、大学等

及び市民に対して、第３条に定める基本理念

に基づき産業振興が行われるべきことを広

く周知し、理解を得るとともに、国、県、産

業支援機関その他の関係機関と連携して産

業振興に当たるものとする。 

市の責務内容について追記した。 ６ 
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